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添付資料 北九州市無電柱化推進計画路線位置図 

  



※北九州市：約２％ 

１ 背景と目的 

 

（１）背景  

道路上の電線、電柱は、景観を損なうだけではなく、歩行者や車椅子などの通 

行の妨げとなり、地震などの災害時に電柱が倒れ、緊急車両等の通行に支障が生 

じる恐れがあります。一方、我が国の無電柱化率は、欧米の主要都市やアジア各 

国の都市と比べて極めて低い状況にあります。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

図.1 欧米やアジアの主要都市と日本の無電柱化の現状 

（出典：国土交通省ホームページ） 

 

このような状況を鑑み、災害の防止、安全かつ円滑な交通の確保、良好な景観 

の形成等を図るため、無電柱化の推進に関する施策を総合的、計画的かつ迅速に 

推進すること等を目的として「無電柱化の推進に関する法律（以下、「 無電柱化 

法」という。）」が平成２８年に成立、施行されました。 

 

（２）目的 

無電柱化法第８条において、国の策定する無電柱化推進計画を基本として、市 

町村の区域における無電柱化の推進に関する施策についての計画である市町村無 

電柱化推進計画の策定が市町村の努力義務として規定されています。 

本市においても、近年の災害の激甚化・頻発化、高齢者の増加等の社会情勢を 

踏まえ、無電柱化をより総合的かつ計画的に推進していく必要があることから、 

「北九州市無電柱化推進計画」として、今後の無電柱化の基本的な方針を定める 

ものです。  
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期別
第１期電線類
地中化計画

第２期電線類
地中化計画

第３期電線類
地中化計画

新電線類
地中化計画
（第４期）

無電柱化
推進計画
（第５期）

無電柱化に係
るガイドライ
ン（第６期）
(H30〜R2ｲﾝﾌ

ﾗ
点検含む)

無電柱化
推進計画
（第７期）

整備済延⻑
合計

（ｋｍ）

計画年次
S61〜H2
（５年間）

H3〜H6
（４年間）

H7〜H10
（４年間）

Ｈ11〜Ｈ15
（５年間）

H16〜H20
（５年間）

H21〜H29
（９年間）

H30〜R2
（３年間）

整備済延⻑
（ｋｍ）

8.58 22.84 25.114 18.935 11.109 23.426 7.05 117.054

２ 無電柱化の現状と課題 

 

（１）北九州市における無電柱化の現状 

北九州市では、安全快適な通行空間の確保、都市景観の向上及び防災機能強化を

目的に、昭和６１年度から国の整備方針に基づき、電線類地中化をはじめ無電柱 

化事業に取り組んできました。 

この事業は、電力会社や通信会社等の電線管理者にも地上機器やケーブルの設置 

などの費用負担が生じることから、電線管理者との合意のもとで整備箇所を決定し、 

計画的に進めていく必要があります。 

これまでの無電柱化事業は、都心・副都心地区などの拠点地区や門司港レトロ地 

区など都市景観重点整備地区を中心に実施してきました。 

また近年は、国道１９９号砂津バイパスなど市街地の道路拡幅や、学術研究都市 

などの面的な整備に合わせて無電柱化を進め、現在は折尾地区総合整備事業の中で 

取り組んでいます。 

このように事業を進めた結果、令和６年度までの北九州市内における無電柱化延

長は約１１７．１ｋｍに及んでいます。 

表.1 北九州市における無電柱化整備状況 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

写真.1 小倉都心部（平和通り）     写真.2 都市景観重点整備地区（門司港レトロ地区） 
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（２）無電柱化の課題 

① 整備期間が長く、効果発現まで長期間を要する 

無電柱化事業は長い整備期間を要します。道路の地下空間には水道、下水道、 

ガス等の管路が埋設されていますので、それらの占用事業者との調整、既設埋設 

管の移設、その後は電線共同溝本体工事、各事業者による各家屋への引込み、電 

柱・電線の撤去、舗装復旧工事で完了します。このように多くの段階を踏む必要 

があるため、一般的に完成まで約７年間の期間を要します。 

 

 

 

 

 

 

図.2 一般的な事業スケジュール （出典：国土交通省ホームページ） 

 

② 整備費用が高く、予算確保が困難な無電柱化事業の主な整備方式となっている 

電線共同溝方式は、１ｋｍあたり、５．３億円（国土交通省調べ）の費用を要す 

るため、道路管理者及び電気・通信事業者の負担が大きく、無電柱化が進まない 

要因の一つとなっています。  

 

【電線共同溝方式の整備に係る費用負担】 

・道路管理者負担額 約３．５億円／ｋｍ 

・電線管理者負担額 約１．８億円／ｋｍ 

 

③ 狭隘道路等では、地上機器の設置場所が確保できない 

歩道幅員が狭い道路や歩道のない道路では、道路内に地上機器（トランス等） 

の設置場所が確保できないため、無電柱化が難しい状況となっています。 

 

 

 

 

 

 

 

 

写真.3 幅員が広い歩道（地上機器の設置状況）  写真.4 歩道がない道路（地上機器の設置困難） 

-3-



※１建設負担金：電線共同溝の建設によって免れることとなる推定の投資額を勘案して政令で定める額 

 

３ 無電柱化の手法 

    

無電柱化には、「電線類地中化」と「電線類地中化以外 」の整備手法がありま 

す。整備計画路線の無電柱化にあたっては、電線管理者及び地域住民との協議を 

踏まえ、適切な整備手法を選択する必要があります。 

 

 

 

 

 

 

 

図.3 無電柱化の手法 （出典：国土交通省ホームページ） 

 

（１）電線類地中化 

 ① 電線共同溝方式 

近年、最も採用されている方式で、道路の地下空間に電力線や通信線をまと 

   めて収容する無電柱化の手法です。  

「電線共同溝の整備等に関する特別措置法（平成７年法律第３９号 ）」に基 

づき整備する方式で、２者以上の電線管理者が参画することを条件として、道 

路管理者と電線管理者がそれぞれ費用を負担して地中化を行います。 

電線共同溝本体（管路、特殊部）の整備は、建設負担金※1を除き、国と地方 

   公共団体が１／２ずつ負担します。 また、地上機器（トランス等）・電線等の 

整備や建設負担金は、電線管理者が負担します。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

図.4 電線共同溝方式のイメージ図 （出典：国土交通省ホームページ）  
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② 単独地中化方式 

一定以上の電力需要密度、通信回線密度かつ十分な歩行幅員を確保できる路線 

について、各電線管理者が、自らの費用で管路設備を敷設し、無電柱化する方式 

です。 

 

（２）電線類地中化以外 

① 裏配線方式 

家屋裏側の道路上に設置されている電柱から架空で配線する方法で、表通りの 

みを無電柱化します。 

本市では、学術研究都市土地区画整理事業にて裏配線方式を採用しています。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

図.5 裏配線方式のイメージ図 （出典：国土交通省ホームページ） 

 

② 軒下配線方式 

幹線は地中化等により地下収容し、引込線のみを家屋の軒下に目立たないよう 

に配線し電力供給する方法です。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

図.6 軒下配線方式のイメージ図 （出典：国土交通省ホームページ） 
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４ 無電柱化の推進に関する基本的な方針 

 

（１）基本方針 

これまでの無電柱化は、主に沿道の需要密度の高い幹線道路や中心市街地、良 

好な景観形成等の観点から実施してきました。加えて今後は、気象災害の一層の 

激甚化、頻発化に備え、防災、安全かつ円滑な交通確保の観点からも無電柱化を 

推進していく必要があります。 

「無電柱化の推進は、地域住民の意向を踏まえつつ、地域住民が誇りと愛着を 

持つことのできる地域社会の形成に資するよう行われなければならない。（ 無電 

柱化法第２条 ）」の理念の下、市民と関係者の理解、協力を得て、無電柱化によ 

り、美しいまちなみを取り戻し、安全・安心なくらしを確保するよう推進するこ 

ととします。 

 

（２）無電柱化の対象道路 

無電柱化の対象道路は、国の計画を踏まえ、停電による影響が大きい市街地内 

にあることや、安全・円滑な交通確保が必要な道路及びこれまで整備した箇所と 

の連続性が見込めることなどの視点を基に、対象路線・整備箇所を選び、電線管 

理者との合意を踏まえ、決定します。 

 

① 防災・減災 

災害時の電力・通信等のライフラインの確保、電柱の倒壊による道路寸断の防 

止に努めるため、「北九州市地域防災計画 」に位置づけられている福岡県緊急輸 

送道路（北九州市）など、防災上重要な道路の無電柱化を推進します。 

 

② 安全・円滑な交通確保 

  人通りの多い主要駅周辺や学校周辺の通学路など、安全かつ円滑な交通確保の 

ために必要な無電柱化を推進します。また占用制限も活用しながら、道路空間を 

拡大するための無電柱化を推進します。 

 

③ その他（道路事業等に合わせた無電柱化） 

上記の他、道路事業（道路の維持に関するものを除く。）、土地区画整理事業及 

び市街地再開発事業その他これらに類する事業（以下、「道路事業等」という。） 

が実施される際に、無電柱化を推進します。 

また、大規模な開発事業が計画される際には、開発行為をしようとする事業者 

の理解と協力を得られるよう、開発区域内の無電柱化を要請します。 
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路線名 起点 終点
路線延長
（ｋｍ）

整備延長
（ｋｍ）

城内木町１号線 小倉北区大手町１－１３ 小倉北区木町一丁目 0.42 0.84

折尾西折尾町１号線 八幡西区折尾四丁目１３７６番３ 八幡西区堀川町８５４番１ 0.42 0.84

北鷹見町堀川町１号線 八幡西区南鷹見５７５番９ 八幡西区堀川町６９８番７ 0.25 0.50

東折尾町北鷹見町１号線 八幡西区南鷹見５４１番１ 八幡西区南鷹見５７５番８ 0.09 0.18

南鷹見町２１号線 八幡西区南鷹見町６８０番８ 八幡西区南鷹見町６７２番３ 0.05 0.10

東筑２１号線 八幡西区東筑一丁目６４４番１ 八幡西区東筑一丁目１３４番４ 0.19 0.38

東筑堀川町１号線 八幡西区東筑二丁目６５５番７ 八幡西区堀川町８４０番８ 0.12 0.24

折尾５８号線 八幡西区折尾三丁目９８５番３８ 八幡西区折尾三丁目１５１８番８ 0.40 0.80

恒見朽網線（恒見工区） 門司区新門司三丁目１１番地先 小倉南区大字吉田２３３５番７ 2.72 5.44

恒見朽網線（吉田工区） 小倉南区大字吉田２３３５番１ 小倉南区大字曽根３５３６番７ 2.06 4.12

合計 6.72 13.44

（３）計画期間 

国の無電柱化推進計画（令和３年度～令和７年度）の完了期間と合わせ、令和 

４年度から令和７年度までの４年間とします。 

 

（４）無電柱化の推進に関する目標 

上記の考え方を踏まえ、以下の路線及び区間について、無電柱化事業を推進し 

ます。 

なお当該路線は、予算や整備条件が確保された場合の目標であり、現地状況、 

社会情勢等の変化により適宜見直しを行います。 

表.2 無電柱化対象路線 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

５ 無電柱化の推進に向けた取り組み 

     無電柱化の推進を図るため、以下の取り組みを実施します。  

 

（１）占用制限制度の適切な運用  

本市では、災害が発生した際、道路上に設置された電柱が倒壊し、緊急車両等 

の通行や地域住民等の避難に支障をきたすことがないよう、道路法第３７条の規 

定に基づき、防災上の重要な道路において、令和２年１０月１日および令和５年 

４月１日に新たに設ける電柱の道路占用を制限しています。  

また、新たに緊急輸送道路を指定したときやその他道路において占用制限が必 

要と判断された場合にも、上述と同様、新たに設ける電柱の道路占用の制限を行 

います。 

・対象路線：緊急輸送道路（１次、２次、３次ネットワーク）   

・対象物件：電柱（電気事業者、電気通信事業者が新たに道路上に設置する場合）  

・施 行 日：１次、２次ネットワーク（令和２年１０月１日） 

３次ネットワーク   （令和５年 ４月１日）  
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図.7 占用制限措置のイメージ図（出典：国土交通省ホームページ） 

（２）低コスト手法の活用検討  

限られた予算や制限される施工スペースの中で、効率的に電線類を地中化する 

ため、国で実証実験や実用化が進められている低コスト手法の活用を検討してい 

きます。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

図.8 低コスト手法の事例（出典：国土交通省ホームページ） 

 

（３）関係者間の連携の強化 

① 推進体制 

道路管理者、電線管理者、地方公共団体で構成される北九州市無電柱化協議会 

を活用し、無電柱化対象区間の調整や無電柱化の推進に係る調整を進めます。 

 

② 工事・設備の連携 

北九州市の管理する道路において、道路改良工事や地下埋設工事が実施される

際は、道路工事調整会議等の関係者が集まる会議を活用し、工程や整備の調整を

積極的に行います。 
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③ 民地の活用 

道路空間に余裕が無い場合や良好な景観形成等の観点から道路上への地上機器 

の設置が望ましくない場合においては、地上機器の設置場所として、学校や公共 

施設等の公有地や公開空地等の民地の活用を検討します。 

 

④ 他事業との連携 

無電柱化の実施に際し、地域の課題を踏まえ、交通安全事業など他の事業と連 

携して総合的、計画的に取り組むよう努めます。 

 

（４）広報・啓発活動 

無電柱化の重要性に関する市民の理解と関心を深め、無電柱化に市民の協力が 

得られるよう、「無電柱化の日（１１月１０日） 」を活かしたイベントを実施す 

るなど、無電柱化に関する広報・啓発活動を積極的に行います。 

また、無電柱化の実施状況、効果等について、公報等を活用して周知し、理解 

を広げます。 

 

（５）無電柱化情報の共有 

国及び県と連携し、無電柱化に関する情報収集に努めるとともに、北九州市の

取組について、国や他の地方公共団体との共有を図ります。 
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北九州市無電柱化推進計画 

令和６年１２月策定 

北九州市 

都市整備局道路部道路維持課 

     〒803-8501 北九州市小倉北区城内１－１ 

     ＴＥＬ   093（582）2274 

    Ｅ－mail    ken-douroiji@city.kitakyushu.lg.jp 
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